
外国人労働者の現状

資料１



総在留外国人数と我が国の総人口に占める割合の推移

（人） （％）

2,700,000

2,600,000

2.02

2,561,848 
1 諸外国の総人口に占める外国人割合（平成26年現在）

2,500,000

2,400,000

2,300,000

2,200,000

1.5
9

1.6
2

1.6
7

1.76

2,232,189 

2,382,822 
1.
8

1.
6

韓国 2.2 

フランス 6.4 

ドイツ 10.0 

2,100,000
2,033,656 

2,066,445 

2,121,831 
1.4 イギリス 8.0 

2,000,000 アメリカ 7.0 
1.2

1,900,000

1,800,000
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

1

日本 1.7 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0（％）

総在留外国人数 総人口に占める割合
資料出所：労働政策研修・研究機構

資料出所：法務省「在留外国人統計」

（注１）本数値は，各年12月末現在の統計である。
（注２）本数値は、中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
（注３）我が国の総人口に占める割合は，総務省「人口推計」による，各年10月１日現在の人口を基に算出した。

○ 国内における総在留外国人数は、平成20年のリーマンショックから平成23年の東日本大震災後に
かけて一時減少傾向にあったものの、平成29年末現在、約256万人（総人口に占める割合：2.02％）
となり、過去最高を更新。

○ 対前年増加数は約18万人（対前年増加率7.5％）で5年連続の増加。



入管法上の在留資格入管法上の在留資格

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

在留資格 該当例

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子

永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者，我が国で出
生し引き続き在留している実子

定住者 日系３世，外国人配偶者の連れ子等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

就労が認められない在留資格

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客，会議参加者等

留学 大学，専門学校，日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者，子

※ 資格外活動許可を受けた場合は，一定の範囲内で就労が認められる。
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外交 外国政府の大使，公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家，画家，作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者，カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者，管理者等

法律・会計業務 弁護士，公認会計士等

医療 医師，歯科医師，看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校，中学校等の語学教師等

技術・人文知
識・国際業務

機械工学等の技術者等，通訳，デザイナー，
語学講師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優，歌手，プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師，スポーツ指導者等

技能実習 技能実習生



日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.９万人の内訳)
出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

①就労目的で在留が認められる者 約23.8万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約45.9万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

③技能実習 約25.8万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係
のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした
技能実習生も同様。）。

④特定活動 約2.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設
就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報
酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約29.7万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認めら
れる場合に報酬を受ける活動が許可。

※外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （雇用対策法第２８条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等



在留資格別にみた外国人労働者数の推移

（単位：千人）
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出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）」
注１：【】は、前年同期比を示している。
注２：「専門的・技術的分野の在留資格」とは、就労目的で在留が認められるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理師等が該当する。
注３：「身分に基づく在留資格」とは、我が国において有する身分又は地位に基づくものであり、永住者、日系人等が該当する。
注４：「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うもの。
注５：「資格外活動」とは、本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うもの（原則、週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該当する。

○ 日本で就労している外国人は、平成29年10月末時点で過去最高の127万8670人。
○ 在留資格別にみると、「特定活動」(40.8％) 、「資格外活動」(24.0％)、「技能実習」(22.1％) の伸び率が大き
い。

専門的・技術的分野の在留資格 特定活動 技能実習 資格外活動 身分に基づく在留資格 総数



国籍別にみた外国人労働者数の推移

（単位：千人）
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出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）」 3

○ 国籍別に直近の状況をみると、中国が最も多く372,263 人で、外国人労働者全体の29.1％を占めている。次いで、ベ
トナムが240,259 人（同18.8％）、フィリピンが146,798 人（同11.5％）、ブラジルが117,299 人（同9.2％）の順と
なっている。

○ 直近の推移をみると、特にベトナムについては対前年同期比で68,241 人（39.7％）と大幅に増加している。
また、ネパールについても、同16,341 人（31.0％）と大幅に増加している。

中国（香港等を含む） 韓国 フィリピン ベトナム ネパール ブラジル ペルー Ｇ７/８ その他 総数

＋オーストラリア＋ニュージーランド



日本で就労する外国人労働者（在留資格・国籍別）

（
単
位
：
人
）

在留資格 総数
①専門的 ②身分に基づく
・技術的分野 在留資格

③技能実習 ➃特定活動
➄資格外活
動

全国籍計 １，２７８，６７０ ２３８，４１２ ４５９，１３２ ２５７，７８８ ２６，２７０ ２９７，０１２

中国 ３７２，２６３ ９５，５８３ ９７，２０７ ８４，１７９ ４，２７８ ９１，０１４

韓国 ５５，９２６ ２４，６９４ ２０，６１９ １１０ ２，６８８ ７，８１５

フィリピン １４６，７９８ ７，８６２ １０８，３６９ ２６，１６３ ２，８００ １，６０１

ベトナム ２４０，２５９ ２０，１０９ １０，８３７ １０５，５４０ ２，５４４ １０１，２２１

ネパール ６９，１１１ ６，４５３ ３，１６７ ３６１ ３，１１８ ５６，００９

ブラジル １１７，２９９ ７３５ １１６，２７９ ７７ ２２ １８６

○ ベトナムは「技能実習」が43.9％、次いで「資格外活動（留学生等）」が42.1％となっている。
○ ネパールは「資格外活動（留学生等）」が81.0％となっている。



ペルー ２７，６９５ ９７ ２７，４６７ ５２ １４ ６５

その他 ２４９，３１９ ８２，８７９ ７５，１８７ ４１，３０６ １０，８０６ ３９，１０１

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）」



外国人雇用事業所数の推移
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出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）」

○ 外国人を雇用する事業所数は平成29年10月末時点で過去最高の194,595か所。
○ 特に平成26年以降は毎年約２万事業所ペースで増加。

7



平成30年10月12日 第２回外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚会議資料

外国人労働者の受入れに係る最近の主な取組① 法 務 省
Ministry of Justice

高度外国人材の受入れ

高度人材ポイント制の導入（平成２４年５月施行）
⇒経済成長等への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人について，出入国管理上の優遇措置を実施してその
受入れを促進するため「高度人材ポイント制」を導入

在留資格の創設による受入れ

その他の措置による受入れ

１４

介護に従事する外国人の受入れ（平成２９年９月施行）
⇒介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため，介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在留
資格を創設

建設及び造船分野における外国人材の受入れ （平成２７年４月施行）
⇒復興事業の加速化と東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連の建設需要に対応するための建設分野，
及び建設分野と人材の流動性が高い造船分野における緊急かつ時限的な措置として，国土交通大臣が適正な
受入れの確保に関与する枠組みでの受入れ（2020年度まで）



平成30年10月12日 第２回外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚会議資料

外国人労働者の受入れに係る最近の主な取組② 法 務 省
Ministry of Justice

総合特区による外国人材の受入れ

総合特区における特定伝統料理海外普及事業外国人の受入れ（平成２５年１１月施行）
⇒地域活性化総合特区において，同特区内で考案され広く提供されている我が国の伝統的な料理（京料理）の調
理に係る業務に従事する活動を行う外国人の入国・在留を認める特例措置

国家戦略特区による外国人材の受入れ

１５

国家戦略特区における家事支援外国人の受入れ（平成２７年９月施行）
⇒国家戦略特区において，家事支援事業実施区域の自治体及び関係府省（内閣府，法務省，厚労省，経産省）で
構成される協議会が適正な受入れの確保に関与する枠組みの下で，家事支援外国人受入企業との契約に基づき
家事支援活動を行う外国人の入国・在留を認める特例措置

国家戦略特区における農業支援外国人の受入れ（平成２９年９月施行）
⇒国家戦略特区において，農業支援事業実施区域の自治体及び関係府省（内閣府，法務省，厚労省，農水省）で
構成される協議会が適正な受入れの確保に関与する枠組みの下で，農業支援外国人受入企業との契約に基づき
農業支援活動を行う外国人の入国・在留を認める特例措置

国家戦略特区におけるクールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進（平成２９年９月
施行）

⇒国家戦略特区において，「技術・人文知識・国際業務」「技能」の在留資格に該当するクールジャパン・イン
バウンド分野の活動を行う外国人について，地域固有の視点から現行の上陸許可基準の代替措置の検討を行っ
た上で，上陸許可基準を緩和して，その就労を促進


